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は じ め に

この手引は、令和７年４月６日執行予定の秋田市長選挙における選挙運動の費用

の一部を、法令等に基づき秋田市（以下「市」といいます。）が負担すること

（以下「選挙公営制度」といいます。）について、その対象、限度額、請求手続き

等を説明したものです。

候補者および候補者と契約を締結した契約事業者等（以下「事業者等」といいま

す。）は、この手引に基づいて手続きしてください。

なお、手続きに必要な書類は、様式が定められていますので、別添の「選挙公営

関係書類様式集」をご使用ください。

手引の記載内容について不明な点がありましたら、秋田市選挙管理委員会（以下

「市選管」といいます。）へお問い合わせください。
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Ⅰ 公費負担の対象

選挙公営制度については、「秋田市議会議員および秋田市長の選挙における選挙

運動の公営に関する条例」および「公職選挙法」で上限額等の基準が定められてい

ます。

公費負担の対象となる経費の項目は下記の３つです。

１ 選挙運動用自動車の使用

(1) 一般運送契約（ハイヤー等）

(2) その他の契約

自動車の借入れ（車両本体の借上料で、スピーカーや車載看板等の付帯料金を

除く。）、燃料の供給、運転手の雇用

２ 選挙運動用ビラの作成

３ 選挙運動用ポスターの作成

Ⅱ 公費負担を受けられる候補者

選挙公営制度においては、市が公費負担する候補者は、供託物没収点以上の得票

を得た候補者に限られます。

供託物を没収された候補者については、公費負担を受けることができず、すべて

自己負担となります。

【市長選挙における供託物没収点の計算式】 有効投票総数 × １／１０

Ⅲ 公費負担の支払い方法

事業者等からの請求に基づき、市から直接各事業者等へ支払います。

ただし、当該候補者が供託物を没収された場合は、公費負担の請求はできません。

なお、請求や支払い方法については、市選管から事業者等への説明は行いません

ので、候補者から説明してください。

Ⅳ 公費負担の限度額

公費で負担する金額は、それぞれ限度額が定められています。

限度額を上回る額で契約した場合、その上回る部分については、候補者が業者等

に直接支払うことになります。

限度額を下回る額で契約した場合は、その契約額が公費負担の限度額となります。
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公費負担の対象 公費負担の限度額

１ 一般運送契約（ハイヤー等）

選挙運動用自動車として使用した １日あたり 64,500円

各日の料金の合計額 64,500円×７日＝451,500円 １

選 （同一の日において１台に限る） の

挙 ２ その他の契約 契

運 (1)自動車の借入契約(レンタカー等) 約

動 選挙運動用自動車として使用した １日あたり 16,100円 (注) と

用 各日の料金の合計額 16,100円×７日＝112,700円 契約の相手方が ２

自 （同一の日において１台に限る） 候補者と生計を の

車 (2)燃料の供給契約 7,700円×選挙運動の日数 一にする親族で 契

の 選挙運動用自動車に供給した燃料 (７日） ある場合には、 約

使 の代金 ＝53,900円 その者が当該契約 は

用 (3)運転手の雇用契約 を業として行う者 選

選挙運動用自動車の運転に従事 １日あたり 12,500円 に限る 択

した各日の報酬の合計額 12,500円×７日＝87,500円

（同一の日において１人に限る）

ビ 作成単価に作成枚数を乗じた金額 作成単価×作成枚数

ラ 【作成単価】7円73銭以内 7円73銭×16,000枚＝123,680円

の 【作成枚数】16,000枚以内

作 (注) ビラの作成業者以外の者との契約は公費負担の

成 対象とならない

【単価の算出】

ポ 作成単価に作成枚数を乗じた金額 586,905円＋28円35銭×(ﾎﾟｽﾀｰ掲示場数(573か所)－500)

ス ポスター掲示場数（573か所）

タ 【作成単価】 ＝1,028円(1円未満の端数切り上げ)

│ 右に示す単価の限度額以内

の 【作成枚数】 作成単価×作成枚数

作 ポスター掲示場の数(573か所） 1,028円×573枚＝589,044円

成
(注) ポスターの作成業者以外の者との契約は公費

負担の対象とならない
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Ⅴ 公費負担の手続きの流れ

１ 契約締結と契約届出

公費負担の適用を受けようとする候補者は、各事業者等と有償契約を締結し、

その旨を市選管に届出しなければなりません。

なお、届出をするときは、契約書の写しが必要です。契約書の内容は契約の

当事者、契約期間、契約数量、契約単価、契約金額のほか、候補者と事業者等の

契約意思が書面上明示されていることが必要です。

契約にあたっては、消費税を含んだ金額で契約してください。

２ 確認申請

公費負担の適用を受けようとする場合は、下記の経費については、公費負担の

対象となる範囲内であることの確認を受けるための確認申請が必要です。

(1) 選挙運動用自動車の燃料代 金額の制限範囲内であることの確認

(2) 選挙運動用ビラの作成 作成限度枚数の確認

(3) 選挙運動用ポスターの作成 作成限度枚数（ポスター掲示場数）の確認

３ 確認書の交付

２の申請に基づき、市選管から「確認書」を交付します。

交付を受けた「確認書」は、候補者から契約した事業者等へ提出してください。

事業者等が市に費用を請求する際に「確認書」を請求書に添付する必要があります。

４ 使用（作成）証明書の交付

候補者が公費負担の適用を受けるには、それぞれの契約ごとに「使用（作成）

証明書」を作成し、有償契約を締結した事業者等に各１部を交付しなければなりま

せん。

事業者等が市に費用を請求する際に「使用（作成）証明書」を請求書に添付する

必要があります。

５ 請求書の提出

事業者等からの請求に基づき、市から直接各事業者等へ支払います。

事業者等が市に対して請求できる期日は、供託物の取扱（返還または没収）が

確定した日（選挙の効力または当選人の効力の意義の申出がない場合は４月２２日）

からです。事業者等は当該候補者が供託物を没収されないことを確認のうえ、請求書

に必要書類を添付し、市選管へ提出してください。
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【請求する際に必要な書類】

選挙運動用自動車の使用 右上記号

一般運送契約（ハイヤー等）

請求書（自動車） 第６号様式 Ａ－６

請求内訳書 （別紙１） Ａ－６別紙１

選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 第４号様式 Ａ－４

自動車の借入契約（レンタカー等）

請求書（自動車） 第６号様式 Ａ－６

請求内訳書 （別紙２） Ａ－６別紙２

選挙運動用自動車使用証明書（自動車） 第４号様式 Ａ－４

そ 燃料の供給契約

の 請求書（燃料代） 第６号様式 Ｂ－６

他 請求内訳書 （別紙３） Ｂ－６別紙３

の 選挙運動用自動車燃料代確認書 第３号様式 Ｂ－３

契 選挙運動用自動車使用証明書（燃料代） 第４号様式 Ｂ－４

約 給油伝票の写し
（給油月日、自動車登録番号又は車両番号､

給油量、給油金額がわかるもの）

運転手の雇用契約

請求書（運転手） 第６号様式 Ｃ－６

請求内訳書 （別紙４） Ｃ－６別紙４

選挙運動用自動車使用証明書（運転手） 第４号様式 Ｃ－４

ビラの作成 右上記号

請求書（ビラ） 第６号様式 Ｄ－６

請求内訳書 （別紙５） Ｄ－６別紙５

選挙運動用ビラ作成枚数確認書 第３号様式 Ｄ－３

選挙運動用ビラ作成証明書 第５号様式 Ｄ－５

ポスターの作成 右上記号

請求書（ポスター） 第６号様式 Ｅ－６

請求内訳書 （別紙６） Ｅ－６別紙６

選挙運動用ポスター作成枚数確認書 第３号様式 Ｅ－３

選挙運動用ポスター作成証明書 第５号様式 Ｅ－５
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６ 手続きの流れ（図示）

市 選 管 候 補 者 事 業 者等

① 契 約 の 締 結 ①
契 約 の 届 出
(第１号様式)

②
(契約書作成)

(契約書の写しを添付)

〔燃料の供給契約、ビラおよびポスター作成契約は、確認申請の手続も行う〕
．

確 認 申 請
(第２号様式)

③

(事業者ごとに作成)

確認書の交付 確認書の提出
(第３号様式) (第３号様式)

④ ⑤

（事業者ごとに作成）

証明書の提出⑥
(第４・５号様式)

(事業者ごとに作成)
燃料代は給油伝票の写しを提出

秋 田市 長

費 用 の 請 求 ※供託物没収がない場合

(第６号様式)
⑦

(確認書・証明書の添付)
燃料代は給油伝票の写しを添付

⑧ 費 用 の 支 払
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Ⅵ 公費負担の手続き

１ 選挙運動用自動車の使用

契約の形態には、(1)一般運送契約(ハイヤー等)と(2)その他の契約とがあります。

(1) 一般運送契約（ハイヤー等）の場合

一般運送契約は、道路交通法第３条第１号ハに規定する一般乗用旅客自動車

運送事業を経営する者（以下「運送事業者」といいます。）と燃料代および運転手

の雇用込みで自動車を借り入れる契約方式です。一般的にはタクシー、ハイヤー

の借上契約が該当し、１日１台 ６４，５００円の範囲内で公費負担となります。

なお、１日に２台以上の自動車と一般運送契約をしたときは、いずれか１台を

指定しなければなりません。

手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用自動車運送契約書

（候補者と運送事業者） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 使用証明書の提出 選挙運動用自動車使用証明書（自動車）

（候補者 ⇒ 運送事業者） 【第４号様式】

④ 請求書の提出 請求書（自動車）【第６号様式】 ③の使用証明書

（運送事業者 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙１）

⑤ 支払

（市長 ⇒ 運送事業者）

（注）１ ③の使用証明書は、使用完了の翌日以降、運送事業者に提出してください。
２ ④の請求額は、実績額または限度額のうち、いずれか少ない額です。
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(2) その他の契約の場合

その他の契約は、ア 自動車の借入れ、イ 燃料の供給、ウ 運転手の雇用 に

ついて、それぞれ個別に契約する方式です。

その他の契約の場合は、相手方が当該契約業務を業としていない者でも対象と

なります。

ただし、契約の相手方が候補者と生計を一にする親族である場合は、その者が

当該契約に係る業務を業としている場合を除き、公費負担の対象とはなりません。

ア 自動車の借入契約（レンタカー等）

選挙運動用自動車のみを借入する契約方法で、一般的にはレンタカー等の

借入契約が該当し、１日１台 １６，１００円の範囲内で公費負担となります。

なお、１日に２台以上の自動車を借り入れるしたときは、いずれか１台を指定

しなければなりません。

手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用自動車借入契約書

（候補者と借入業者等） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 使用証明書の提出 選挙運動用自動車使用証明書（自動車）

（候補者 ⇒ 借入業者等） 【第４号様式】

④ 請求書の提出 請求書（自動車）【第６号様式】 ③の使用証明書

（借入業者等 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙２）

⑤ 支払

（市長 ⇒ 借入業者等）

（注）１ ③の使用証明書は、使用完了の翌日以降、借入業者等に提出してください。

２ ④の請求額は、実績額または限度額のうち、いずれか少ない額です。
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イ 燃料の供給契約

選挙運動用自動車の燃料のみを供給する契約方法で、立候補の届け出をした日

から選挙の期日の前日の日数（７日）に ７，７０００円 を乗じて得た額の範囲内

で、かつ市選管が確認した金額（選挙運動用自動車燃料代確認書に記載の確認

金額）の範囲内で公費負担となります。

なお、あらかじめ契約届出した選挙運動用自動車に給油した燃料に限られます。

また、選挙運動期間（令和７年３月３０日から４月５日までの７日間）に

給油された燃料が対象です。

手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用自動車燃料供給契約書

（候補者と燃料供給業者） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 確認申請書の提出 選挙運動用自動車燃料代確認申請書

（候補者 ⇒ 市選管） 【第２号様式】

④ 確認書の交付 選挙運動用自動車燃料代確認書

（市選管 ⇒ 候補者） 【第３号様式】

⑤ 確認書の提出 ④の確認書

（候補者 ⇒ 燃料供給業者）

⑥ 使用証明書の提出 選挙運動用自動車使用証明書（燃料代） 給油伝票の写し

（候補者 ⇒ 燃料供給業者） 【第４号様式】 (８ﾍﾟｰｼﾞ【注１】)

⑦ 請求書の提出 請求書（燃料代）【第６号様式】 ④の確認書

（燃料供給業者 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙３） ⑥の使用証明書

給油伝票の写し

⑧ 支払

（市長 ⇒ 燃料供給業者）

（注）１ ③の確認申請書は、最終給油日以降に市選管に提出してください。

２ ⑥の使用証明書は、使用完了の翌日以降、燃料供給業者等に提出してください。

３ ⑦の請求額は、実績額または限度額のうち、いずれか少ない額です。

【注１】給油伝票の写し

次に掲げる事項が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際に受領したものの写し

ア 燃料の供給を受けた日付

イ 燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号又は車両番号

ウ 給油量

エ 給油金額
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ウ 運転手の雇用契約

選挙運動用自動車の運転手のみを雇用する契約方法で、１日１人 １２，５００円

の範囲内で公費負担となります。

ただし、公費負担の対象となる運転手は、選挙運動に従事しない労務者です。

したがって、車上等運動員が運転をする場合や、運転手として従事しながら

街頭演説で選挙運動を行う場合は、公費負担の対象外です。

また、運転手個人との契約に限り公費負担の対象となりますので、法人と

運転手派遣契約を締結する場合は、公費負担の対象とはなりません。

なお、１日に２人以上の運転手を雇用するときは、いずれか１人を指定しな

ければなりません。

手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用自動車運転契約書

（候補者と運転手の雇用者） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用自動車の使用の契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 使用証明書の提出 選挙運動用自動車使用証明書（運転手）

（候補者 ⇒ 運転手の雇用者） 【第４号様式】

④ 請求書の提出 請求書（運転手）【第６号様式】 ③の使用証明書

（運転手の雇用者 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙４）

⑤ 支払

（市長 ⇒ 運転手の雇用者）

（注）１ ③の使用証明書は、使用完了の翌日以降、運転手の雇用者に提出してください。

２ ④の請求額は、実績額または限度額のうち、いずれか少ない額です。
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２ 選挙運動用ビラの作成

(1) 候補者がビラの作成を業とするとする事業者と有償契約を締結し、ビラを作成

するときは、一定の限度額の範囲内で公費負担となります。

なお、作成単価および作成枚数についてそれぞれ公費負担の限度があります。

【作成単価の限度】 ７円７３銭

【作成枚数の限度】 市選管に届け出た２種類以内のビラ

１６，０００枚

【公費負担の限度額】 １２３，６８０円（７円７３銭 × １６，０００枚）

(2) 公費負担の対象となる額は、次の範囲内です。

作成単価（作成単価が７円７３銭を超える場合は７円７３銭）

×

作成枚数（市選管が確認した枚数（選挙運動用ビラ作成枚数確認書に記載の枚数）

上限１６，０００枚）

(3) 手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用ビラ作成契約書

（候補者とビラ作成業者） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用ビラ作成契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 確認申請書の提出 選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書

（候補者 ⇒ 市選管） 【第２号様式】

④ 確認書の交付 選挙運動用ビラ作成枚数確認書

（市選管 ⇒ 候補者） 【第３号様式】

⑤ 確認書の提出 ④の確認書

（候補者 ⇒ ビラ作成業者）

⑥ 作成証明書の提出 選挙運動用ビラ作成証明書

（候補者 ⇒ ビラ作成業者） 【第５号様式】

⑦ 請求書の提出 請求書（ビラ）【第６号様式】 ④の確認書

（ビラ作成業者 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙５） ⑥の作成証明書

⑧ 支払

（市長 ⇒ ビラ作成業者）

（注）１ 事前審査が終了している場合、④の確認書は立候補受付会場で交付します。

２ ⑥の使用証明書は、使用完了の翌日以降、ビラ作成業者に提出してください。
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３ 選挙運動用ポスターの作成

(1) 候補者がポスターの作成を業とするとする事業者と有償契約を締結し、ポスター

を作成するときは、一定の限度額の範囲内で公費負担となります。

なお、作成単価および作成枚数についてそれぞれ公費負担の限度があります。

【作成単価の限度】 １，０２８円

（単価の算出は２ページ表の「公費負担の限度額」参照）

【作成枚数の限度】 ５７３枚（ポスター掲示場の数）

【公費負担の限度額】 ５８９，０４４円（１，０２８円 × ５７３枚）

(2) 公費負担の対象となる額は、次の範囲内です。

作成単価（作成単価が１，０２８円を超える場合は１，０２８円）

×

作成枚数（市選管が確認した枚数（選挙運動用ポスター作成枚数確認書に記載の枚数）

上限５７３枚）

(3) 手続の順序は下記のとおりです。

手順 手 続 必要書類（様式等） 添付書類

① 有償契約の締結 選挙運動用ポスター作成契約書

（候補者とポスター作成業者） （契約に関する書面）

② ①の契約締結の届出 選挙運動用ポスター作成契約届出書 ①の契約書の写し

（候補者 ⇒ 市選管） 【第１号様式】

③ 確認申請書の提出 選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書

（候補者 ⇒ 市選管） 【第２号様式】

④ 確認書の交付 選挙運動用ポスター作成枚数確認書

（市選管 ⇒ 候補者） 【第３号様式】

⑤ 確認書の提出 ④の確認書

（候補者 ⇒ポスター作成業者）

⑥ 作成証明書の提出 選挙運動用ポスター作成証明書

（候補者 ⇒ ポスター作成業者） 【第５号様式】

⑦ 請求書の提出 請求書（ポスター）【第６号様式】 ④の確認書

（ポスター作成業者 ⇒ 市長） 請求内訳書（別紙６） ⑥の作成証明書

⑧ 支払

（市長 ⇒ ポスター作成業者）

（注）１ 事前審査が終了している場合、④の確認書は立候補受付会場で交付します。

２ ⑥の使用証明書は、使用完了の翌日以降、ポスター作成業者に提出してください。
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Ⅶ 事前審査について

１ 書類の届出等の手続きは３月３０日（日）以降ですが、下記の日程で事前審査を

行っています。

事前審査の 令和７年３月１７日（月） 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分

日 時 令和７年３月１８日（火） 午前８時３０分 ～ 午後５時１５分

※あらかじめ、審査日時の予約をお願いします。

予約なしで来場された場合、長時間お待ちいただくことがあります

ので、ご了承ください。

事前審査の 秋田市役所６階

場 所 ６－Ａ会議室（選挙管理委員会事務局となり）

電 話 番 号 ０１８－８８８－５７８６

２ 提出する書類は下記のとおりです。

選挙運動用自動車の使用 右上記号

一般運送契約（ハイヤー等）

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 第１号様式 ＡＢＣ－１

選挙運動用自動車運送契約書の写し Ａ－０運送

その他の契約

選挙運動用自動車の使用の契約届出書 第１号様式 ＡＢＣ－１

選挙運動用自動車借入契約書の写し Ａ－０借入

選挙運動用自動車燃料供給契約書の写し Ｂ－０

選挙運動用自動車運転契約書の写し Ｃ－０

ビラの作成 右上記号

選挙運動用ビラ作成契約届出書 第１号様式 Ｄ－１

選挙運動用ビラ作成契約書の写し Ｄ－０

選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書 第２号様式 Ｄ－２

ポスターの作成 右上記号

選挙運動用ポスター作成契約届出書 第１号様式 Ｅ－１

選挙運動用ポスター作成契約書の写し Ｅ－０

選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書 第２号様式 Ｅ－２



Ⅷ 選挙公営手続一覧

候 補 者 の 手 続 （ 提 出 書 類 ） 事 業 者 等 の 手 続 （ 提 出 書 類 ）

契 約 方 法 お よ び 限 度 額 １ ２ ３ ４ ５ ６

候補者 ⇔ 事業者等 候補者 ⇒ 選 管 選 管 ⇒ 候補者 候補者 ⇒ 事業者等 事業者等 ⇒ 選 管 市 ⇒ 事業者等

(Ａ)

一 般 運 送 契 約 自 動 車 ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ４ 使用証明書 ４ 使用証明書

１日あたり

一般乗用旅客自動車 ハ イ ヤ ー ６４，５００円を限度 １ 契約届出書 ６ 請求書

運送業者から燃料・ など ６４，５００円×７日 支 払

運転手とをあわせて ① 請求内訳書

自動車を有償契約す 限度額 ４５１，５００円

選 る場合

【道路運送法第3条第1号ﾊ】 （ 月 日） □ （３月３０日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

挙 (Ａ)

そ の 他 の 契 約 自 動 車 ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ４ 使用証明書 ４ 使用証明書

１日あたり

運 一般乗用旅客自動車 レンタカー １６，１００円を限度 １ 契約届出書 ６ 請求書

運送業者以外の者と など １６，１００円×７日 支 払

自動車・燃料・運転 ② 請求内訳書

動 手をそれぞれ個別に 限度額 １１２，７００円

有償契約する場合 （ 月 日） □ （３月３０日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

用 (Ｂ)

燃 料 代 ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ３ 確認書 ３ 確認書 ３ 確認書

１ 契約届出書

自 ７，７００円×７日 ４ 使用証明書 ４ 使用証明書

（３月３０日） □

＊ 給油伝票(写し) ６ 請求書 支 払

動 限度額 ５３，９００円

２ 確認申請書 ③ 請求内訳書

車 ※確認申請書は、最終 ＊ 給油伝票(写し)

給油日以降に提出し

（ 月 日） □ てください。 （ 月 日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

(Ｃ)

運 転 手 ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ４ 使用証明書 ４ 使用証明書

１日あたり

１２，５００円を限度 １ 契約届出書 ６ 請求書

１２，５００円×７日 支 払

④ 請求内訳書

限度額 ８７，５００円

（ 月 日） □ （３月３０日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

・事前審査を実施します。 ※連絡をしますので、 ・使用完了日の翌日 ・当選の効力に関する異議の申立期限日の

書 類 提 出 時 期 ほ か 留 意 事 項 （３月１７日～３月１８日） 市選管事務局へ受取 （４月６日）以降に 翌日(４月２２日)以降に提出してくだ

・契約締結後、契約書の写しを添付して にお越しください。 提出してください。 さい。

速やかに提出してください。 ・支払は５月１日以降（順次）を予定して

います。



候 補 者 の 手 続 （ 提 出 書 類 ） 事 業 者 の 手 続 （ 提 出 書 類 ）

契 約 方 法 お よ び 限 度 額 １ ２ ３ ４ ５ ６

候補者 ⇔ 事業者 候補者 ⇒ 選 管 選 管 ⇒ 候補者 候補者 ⇒ 事業者 事業者 ⇒ 選 管 市 ⇒ 事業者

選 (Ｄ) ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ３ 確認書 ３ 確認書 ３ 確認書

挙 １枚あたりの限度額 ７円７３銭 １ 契約届出書 ５ 作成証明書 ５ 作成証明書

支 払

運 確認枚数 １６，０００枚 ２ 確認申請書 ６ 請求書

動 ７円７３銭（単価）×１６，０００枚（枚数） ⑤ 請求内訳書

用 限度額 １２３，６８０円

ビ （ 月 日） □ （３月３０日） □ （３月３０日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

ラ

選 (Ｅ) ０ 契約書 ０ 契約書(写し) ３ 確認書 ３ 確認書 ３ 確認書

挙 １枚あたりの限度額（※） １，０２８円 １ 契約届出書 ５ 作成証明書 ５ 作成証明書

支 払

運 確認枚数（ポスター掲示場数） ５７３枚 ２ 確認申請書 ６ 請求書

動 １，０２８円（単価）×５７３枚（枚数） ⑥ 請求内訳書

用 限度額 ５８９，０４４円

ポ

（※）【限度額単価】

ス

５８６，９０５円＋２８円３５銭×（５７３－５００）

タ ５７３ （ 月 日） □ （３月３０日） □ （３月３０日） □ （４月 ７ 日） □ （ 月 日） □

＝１，０２８円

ー

（１円未満の端数は切り上げ）

・事前審査を実施します。 ・事前審査が終了 ・使用完了日の翌日 ・当選の効力に関する異議の申立期限日の

書 類 提 出 時 期 ほ か 留 意 事 項 （３月１７日～３月１８日） している場合は （４月６日）以降に 翌日(４月２２日)以降に提出してくだ

・契約締結後、契約書の写しを添付して 立候補受付会場 提出してください。 さい。

速やかに提出してください。 で交付します。 ・支払は５月１日以降（順次）を予定して

います。


